
主催：おおいたスタートアップセンター ×  リーガルゲート行政書士事務所 

 

  

事業起ち上げには、いくつかの事務手続が伴います。会社の登記もそのひと

つ。登記には｢定款｣が必要となります。創業期には、何が必要なのかを自分

自身で理解しておくことも大事です。面倒だからと全て人任せにしてはなりません。

その内容を把握した上で、様々なサービスを活用しましょう。行政書士や社労士さん

とのお付き合いノウハウも教えていただきます。(前回未受講の方はお問い合わせください。) 

お申込・お問合せ E-mail:m-nagashima@columbus.or.jp 担当：永嶋 

お問合せ：おおいたスタートアップセンター 097-534-2755 

スタートアップすたこらセミナー 
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